
プロジェクト１B

PERMANENCY
PACT
児童養護施設や里親家庭で

育つ若者たちの

パーマネンシーを築くための
ツール

✖



Permanency Pact とは？

サポーティブ・アダルト（SA)と呼ばれる大人が、

社会的養護を離れる若者たちのために

「 私は、あなたにこれだけのサポートをしますよ 」

という約束のこと

これから自立するユースが、信頼できる１人の大
人と、生涯を通じて血の繋がった

親類のような関係を持てるようになるための

関係づくりの手助けをするツール

45項目の支援リストがある
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この冊子を手に取るみなさまへ

私たちは、インターナショナル・フォスターケア・アライアンス [ IFCA・イフカ ]という団体です。

２０１２年に日本とアメリカに社会的養護で育った若者たちのチームを結成し、メンバーが１年に１度、お互いの国を訪

ね、児童福祉の制度やしくみについて学び、自分たちの当事者としての経験と提言を、様々な場で発信してきました。

この冊子は、自立に向けて社会的養護のもとで暮らすユースとサポート

する大人が互いの意思を確認・約束するためのツールである「パーマネ

ンシー・パクト」の日本版です。

「パーマネンシー・パクト」は、米国の連邦レベルで活動する当事者団体

Foster Clubが作成し、2007年から取り組みを開始しています。この

パーマネンシー・パクトを有効に活用することで、これから社会的養護

のもとを巣立つユースが、信頼できるひとりの大人と、生涯をつうじた

関係を築くことができます。

IFCAでは、翻訳権と日本語版作成の許可を得て、日本の環境にあう

「パーマネンシー・パクト」の作成を進めてきました。

　　　　この冊子は2つのパートで構成されています

●第Ⅰ部は、Foster Clubが作成した「パーマネンシー・パクト」の冊子を翻訳

したものです。

●第Ⅱ部は、日本版作成のために、当事者ユースのみなさんと協働した取り組みを記しています。日本版の「サポートの提案リス

ト」は、地域や個人によって、必要度が異なるでしょう。このリストを参考にそれぞれに必要な支援について考える手助けとなれ

ば幸いです。またこのリストは引き続き、ユース主体に検討を続けていく予定です。

それは、サポーティブ・アダルトと呼ばれる大人が、社会的養護を離れる若者たちのために
「私は、あなたにこれだけのサポートをしますよ」という約束のことです。
また、これから自立するユースが、信頼できるひとりの大人と、生涯をつうじて血のつながった
親類のような関係を持てるようになるための関係づくりの手助けをするツールでもあります。

『パーマネンシー・パクト』は、方法と順序を踏んで行う「正式なプロセス」です。ユースとサポーティブ・アダルトが、一緒に“パーマネンシー・

パクト”という約束書 [このブックレットのP8を参照] をかわすことによって、ふたりの人間関係と、お互いに寄せる期待をはっきりとわかり

やすいものにします。この取り組みに肯定的な効果があることが証明されています。サポーティブ・アダルトが、支持的な態度でひとりのユース

と親身になって向き合うことが、そのユースの将来に安定した生活をもたらします。

ユースとサポーティブ・アダルトの他に、もうひとり「ファシリテーター」が必要

です。このファシリテーターは、パーマネンシー・パクト作成までの流れをスムーズ

にする重要な役目を担う人物です。ファシリテーターの適任者としては、児童

相談所のケースワーカーや、自立支援のことを専門に行う人などが考えられ

ます。どちらにしても、このような条件を満たしている人がよいでしょう。

■パーマネンシー・パクトについての基本的な理解のある人

■ユースに対して公正な考え方と態度を持って接することができる人

■ユースが自立する際の一般的なニーズについて、洞察力を持っている人

サポーティブ・アダルトの条件としては次のようなものがあげられます。

■ユースが自分で選択した人

■ユースとの良い関係をすでに持っている人

■ユースとの一生を通じた関係を維持してゆくことに責任をもてる人

■良いロールモデルであり、ユースが必要な支援を長期的に提供できる人

社会的養護を離れる若者たちは「自分はこれから、誰に頼ったらよいのだろう」という疑問を持っています。社会的養護のもとに身をおくユース

たちの大人との結びつきは、児童相談所のケースワーカーなどの専門職との関係がほとんどですが、このような「フォーマル（公的）な関わり」は、

たいてい措置解除の時に断ち切られてしまいます。社会的養護からの自立が安全で充実したものであるためには、その前後の重要な時期に、

ユースが「信頼できるひとりの大人」を確保し、その大人からサポートを受けること、そしてそのサポートが持続していくことを確認してからケア

を離れることが必要です。ユースがケアを離れた後に、信頼できる大人は実際にどんなサポートをしてゆくのか。その具体的な支援の内容を、大人

とユースが話し合い、「約束事」として同意を結ぶことで、お互いの誤解が未然に防げ、ユースの将来のセーフティネットを確実なものにします。

第Ⅰ部

『パーマネンシー・パクト』とは、いったい何か？

Permanency Pact

Permanency Pact

Youth

Facilitator

Supportive
Adult

■このブックレットの中で使われる言葉

What’s a Permanency Pact?

パーマネンシー・パクト 

■フォスターユースの措置解除後の支援に、骨組みとセーフティネットを与えるツールです

■ユースは自分が「支援して欲しいこと」を、そして、サポーティブ・アダルトは「支援できること」を文章として書き表します

■こうした取り決めが必要なのは、どのようなことをお互いがお互いに期待しているのか、明確にする必要があるからです

『パーマネンシー・パクト』は

『パーマネンシー・パクト』を成立させるためには

第Ⅰ部では、Foster Clubが作成した冊子「パーマネンシー・パクト」の翻訳を掲載します。米国と日本の当事者ユースを主体とした
団体International Foster Care Alliance（IFCA：イフカ）が、Foster Clubから許可を得て、パーマネンシー・パクトを翻訳しました。
翻訳と日本版作成について、ご快諾いただいたFoster Clubの皆さんにお礼申し上げます。
文中に出てくる、統計データや数字、ユースを取り巻く状況は、米国のものです。一部、日本の状況と異なっている点もあります。

社会的養護／フォスターケア
様々な事情で血のつながりのある親と一緒に暮らすことができ
ない子どもの育ちを社会で支えるための仕組み、およびそれを実
現する人や場所の営みを指す言葉です。フォスターケアとは、ア
メリカで使われている、日本でいうところの「社会的養護」を意味
する言葉です。社会的養護には様々な形態があり、家庭環境を基
盤としたものには、里親やファミリーホームがあります。また、児
童養護施設などの施設でケアが提供されることもあります。

当事者／ユース
社会的養護のもとで育っている子どもや、里親委託や児童福祉
施設措置が解除されて、社会的養護のシステムから離れた人の
ことを指します。この冊子のなかでは、当事者を、端的に「ユー
ス」と呼んでいます。

サポーティブ・アダルト（SA）
ユース自らが選んだ、信頼できる大人のことです。SAは、ユース
が「自分は誘導されている」とか「否定的な目で見られているの
ではないか」という気持ちを抱くことなく、将来計画を立てるな

ど、冷静に判断が必要な時の相談相手になる人でもあります。
SAの役目をつとめるのは、ケアを離れた元ユース、里親、ケース
ワーカー、教師など。フォスターケアを離れる若者たちには、心
を開いて話し合え、自分を支えてくれる大人が必要です。SAと
の継続的な関係は、ユースたちの社会的・経済的な状況が改善
するだけでなく、かれらをあらゆるリスクから守り、トラウマや
心的ストレスからの回復を促進することがわかっています。

パーマネンシー
「家族のようなつながり」を持つ人との継続的な人間関係のこ
とです。血縁関係のある家庭の外に措置されている自立をひか
えたユースのためには、家庭復帰、養子縁組、後見人など、法的
なパーマネンシーの保障の方法があります。近年、それに加え
て「ひとりの信頼できる大人との関係を保つ」ことも、パーマネ
ンシーのひとつとして、見直されるようになりました。

★IFCAのユース・プロジェクトとサポーティブ・アダルトについて、
より詳しい内容が、別冊のブックレットに記載されています。

[用語集◎IFCA編集部]

▲Foster Clubが作成した「パーマネンシー・パクト」冊子

ユース

ファシリテーター

サポーティブ・
アダルト

パーマネンシー・パクト

【パーマネンシー・パクトの相関図】
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ユースがサポーティブ・アダルトを選ぶ
サポーティブ・アダルトは、ユースが「自分の自立にはこれが必要」と考える
サポートを提供することを約束する
ファシリテーターは、ユースに、パーマネンシーの重要性を教える
ファシリテーターは、サポーティブ・アダルトの指導にもあたる
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ファシリテーター
◾基本的な理解のある人
◾ユースに対して公正な考え方と態度を持って接
することができる人

◾ユースが自立する際の一般的なニーズについ
て洞察力を持っている人

サポーティブアダルト（SA)
◾ユースが自分で選択した人
◾ユースとの良い関係をすでに持っている人
◾ユースとの一生を通じた関係を維持してゆくこと
に責任を持てる人

◾良いロールモデルであり、ユースが必要な支援
を長期的に提供できる人

4



5



ユースの 「 支援して欲しいこと 」

サポーティブ・アダルト（SA)の

「 支援してあげたいこと・できること 」

を明確にする

↓

お互いの勘違いから生じてしまうわだかまりをなくす
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導入・実践

具体的な導入・実践案
↓

見えていない状態

社会的養護に携わるすべての人と一緒に考えていきたい
↓

日本のユースにあったモノにしていくため
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